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原子炉建物の接続口（EL15m）及び海水取水場所である２号炉取水槽（EL8.5m）周辺
で使用する可搬型設備は，第１保管エリア（EL50m）及び第４保管エリア（EL8.5m）に配
備する。 

淡水取水場所である輪谷貯水槽（西）（EL44m）周辺で使用する可搬型設備は，第２保
管エリア（EL44m） 及び第３保管エリア（EL13～33m）に配備する。 

【 No.2-1 】可搬型設備の保管場所（１／２）  
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保管 
場所 

標高 

常設代替 
交流電源 
設備からの 
離隔距離※1 

原子炉 
建物からの 
離隔距離 

地盤の 
種類 

第１保管 

エリア 
EL50m 約480m 約270m 

切土地盤 

(一部，埋戻部) 

第２保管 

エリア 
EL44m ― 約260m 

盛土地盤 

(輪谷貯水槽 

(西1/2)) 

第３保管 

エリア 

EL13～

33m 
約530m 約200m 切土地盤 

第４保管 

エリア 
EL8.5m 約630m 約320m 

切土地盤 

(一部，埋戻部) 

※1 常設代替交流電源設備と高圧発電機車及びタンクローリを
配置している保管場所との離隔距離を示す。 

可搬型設備は，設計基準事故対処設備及び常設重大事故等対処設備に対して，同時に必
要な機能が失われないよう，100m以上の離隔をとった，津波の影響を受けない防波壁の内側
かつ防火帯の内側の場所に保管する。 

第３保管エリア（ＥＬ13～33m）と第４保管エリア（ＥＬ8.5m）は100m以上の離隔距離
が確保できないことから，２セットある可搬型設備は互いに配置しない。 

【 No.2-2 】可搬型設備の保管場所（２／２） 

 

 







9 
【 No.4-2 】緊急時対策所用発電機 

緊急時対策所用発電機 

全交流動力電源が喪失した場合に対処するため，代替交流電源設備として緊急時対策所用
発電機を配備している。 

項目 仕様 

個数 ２（予備２）  

容量 220kVA/台 

電圧 210V 

配備
箇所 

・屋外（緊急時対策所北側）（２台） 
・屋外（第４保管エリア）（２台） 緊急時対策所 単線結線図 
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【 No.4-3 】緊急時対策所換気空調設備 

緊急時対策所内への放射性物質の侵入を低減又は防止するため，緊急時対策所内を正圧化
する設備として，緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所空気浄化フィルタユニット及び
緊急時対策所空気ボンベを設置する。 

【緊急時対策所空気浄化送風機】 

項目 仕様 

台数 １（予備２） 

容量 1,500m3／h／台 

【緊急時対策所空気浄化フィルタユニット】 

項目 仕様 

基数 １（予備２） 

容量 1,500m3／h／基 

総合除去効率 99.99%以上（0.7μm粒子） 
99.75％以上（有機よう素） 
99.99％以上（無機よう素） 

【緊急時対策所空気ボンベ】 

項目 仕様 

本数 454（予備86） 

容量 50L／本 

充填圧力 約20MPa 

緊急時対策所換気空調設備 配置図 

空気浄化送風機及びフィルタユニット 
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【 No.4-7 】緊急時対策所 保管資機材 

緊急時対策所の資機材（放射線管理関係資機材）は，外部からの支援なしに７日間の
活動を可能とするために，緊急時対策所内に保管する。 

配備する資機材の数量 資機材保管場所の位置及び調達経路 
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【 No.4-9 】安全パラメータ表示システム(SPDS) 

安全パラメータ表示システム（SPDS）は，SPDSデータ収集サーバ，SPDS伝送サーバ及び
SPDSデータ表示装置により構成し，緊急時対策所でプラントのパラメータを監視することができ
る設計とする。 

安全パラメータ表示システム（SPDS）は，重大事故等時の対処に必要な監視パラメータを
緊急時対策所で記録することができる設計とする。 

 

※１：国の緊急時対策支援システム。緊急時対策所のＳＰＤＳ伝送サーバから第一データセンターへ， 
    緊急時対策所のＳＰＤＳ伝送サーバから本社経由で第二データセンターへ伝送する。 
※２：通信事業者所掌の統合原子力防災ネットワークを超えた範囲から国所掌のＥＲＳＳとなる。 
※３：電力保安通信用回線及び回線に接続される装置は一般送配電事業者所掌となる。 
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【 No.5-3 】緊急用メタクラ(2/2) 

緊急用メタクラは，ガスタービン発電機から受電可能であり，緊急用メタクラを介して代替所内
電気設備（SA母線系統）へ電源供給が可能な設計としている。 

設計基準事故対処設備が健全であればC-メタクラ及びD-メタクラに電源供給を行うことが可能
な設計としている。 

 

 

M/C： メ タルク ラ ッ ド 開閉装置 

L/C： ロード センタ  

C/C： コント ロールセンタ  

GTG 

D/G 

ガスタービン発電機 

非常用ディ ーゼル発電機 

高圧遮断器 

配線用遮断器 

接続装置 

【 凡例】  

M 電動切替装置 

低圧遮断器 

メ カニカルインターロッ ク  

高圧発電機車接続口 

 

ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ発電機 GTG GTG 

D/G D/G 

C-M/C 

C-L/C 

D-M/C 

D-L/C SA-L/C 

SA1-C/C SA2-C/C A-計装 C/C C系 C/C D系 C/C B-計装 C/C 

ﾒﾀｸﾗ切替盤 ﾒﾀｸﾗ切替盤 

※1 

※2 

※2 

※1 

緊急用 M/C 

SA電源切替盤 
充電器 

電源 

切替盤 
SA電源切替盤 

M M M M 充電器 

非常用所内 
電気設備 

【区分Ⅰ】 

非常用所内 
電気設備 

【区分Ⅱ】 

代替所内電気設備 

高圧発電機車 

接続プラグ収納箱 

高圧発電機車 

接続プラグ収納箱 

M M 

緊急用メタクラ 

接続プラグ盤 

高圧発電機車 
接続口 

高圧発電機車 
接続口 

 区分Ⅰ 

区分Ⅱ 

Ｓ Ａ  
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【 No.6 】送電鉄塔の評価 

敷地内鉄塔(220kV第二島根原子力幹線No.1鉄塔) 

 

  

 アクセスルートの周辺構造物として，倒壊時に悪影響を与えない設計と

する。 

 鉄塔倒壊時の倒壊範囲がアクセスルート上にある場合又は鉄塔倒壊

により送電線がアクセスルートに影響がある場合（設備対策不可） 

   基準地震動Ssにおける耐震評価を行い，地震時においても鉄塔が 

  倒壊しない設計とする。 

  ・66kV鹿島支線No.2-1鉄塔（設備対策不可） 

  ・第2-66kV開閉所屋外鉄構 

  ・220kV第二島根原子力幹線No.1鉄塔 

  ・220kV第二島根原子力幹線No.2鉄塔（設備対策不可） 

  ・通信用無線鉄塔 

   なお，斜面上に位置する「66kV鹿島支線No.2-1鉄塔」， 

  「220kV第二島根原子力幹線No.2鉄塔」及び「通信用無線鉄塔」 

  について斜面の基準地震動Ssによる安定性を評価する。 

 

 鉄塔倒壊により送電線がアクセスルートに影響がある場合（設備対

策可） 

   鉄塔倒壊，送電線落下による影響を滑落評価及び設備対策によ 

  りアクセスルートの健全性を確保する設計とする。 

  ・66kV鹿島支線No.3鉄塔 

 

 鉄塔倒壊により送電線がアクセスルートに影響がない場合 

   影響がない鉄塔についても鉄塔滑落評価により滑落範囲を確認し， 

  アクセスルートの健全性を確保する設計とする。 

  ・500kV島根原子力幹線No.1鉄塔 

  ・500kV島根原子力幹線No.2鉄塔 

  ・500kV島根原子力幹線No.3鉄塔 

   

 
 

  

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

敷地内鉄塔配置図 
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＜第６条（外部事象の考慮について）＞ 
 地滑り※について，安全機能の重要度分類クラス１及びクラス２の設備は，自社調査（机上調査による地形判読及び現地
踏査による地滑り地形の詳細検討）の結果に基づき設定した地滑り地形の範囲外に設置されているため影響はない。 

   ※：地下水などの影響により斜面の一部が動き出す現象 

＜技術的能力（保管場所及びアクセスルートについて）＞ 
 保管場所及びアクセスルートについても，自社調査の結果に基づき設定した地滑り地形の範囲外にあるため影響はない。 

【 No.7-2 】土石流影響（２／６） 
      （地滑りに対する対策） 
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＜第６条（外部事象の考慮について）＞ 
土石流※について，安全機能の重要度分類クラス１及びクラス２の設備は，土石流危険区域（国土交通省国土政策局
発行）の範囲外に設置されているため影響はない。 

＜技術的能力（保管場所及びアクセスルートについて）＞ 

※：山腹や川底の土砂が長雨や集中豪雨などによって， 
      土砂と水が一体となって一気に下流へと押し流され 
      る現象 

【 No.7-3 】土石流影響（３／６） 
      （土石流に対する対策） 

 

 

第２保管エリア及び一部のアクセスルートが土石
流危険区域の範囲内に含まれているが，屋外に
配置している可搬型設備は複数箇所にそれぞれ
離隔して分散配置しているため，影響を受けない
。アクセスルートは，複数確保しているアクセスル
ートが使用可能であるためアクセス性に影響はな
い。なお，屋内のアクセスルートについては，原子
炉建物等が影響を受ける範囲にないため，影響
はない。 

土石流が発生した際の土砂撤去作業は，要員
の安全確保の観点から，発生後すぐに行うことは
困難であると想定されるため，重大事故等の対
応上，土砂撤去作業によるアクセスルートの復旧
には期待しない。土砂撤去作業は，二次災害の
発生を防止するため，天候や現場状況の確認を
行ったうえで実施する。 
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 土石流が発生した場合の対策内容 

• 土石流の影響を考慮し，全ての土石流危険区域で，同時に土石流が発生した場合においても，以
下のとおり重大事故等の対応が可能である。 

  ①アクセスルートの確保 
• 土石流が発生した場合でも，緊急時対策所から第３及び第４保管エリアに要員が移動できるよう，土石流の影
響を受けない連絡通路（アクセスルート（要員），次頁参照）を管理事務所２号館南東の位置に確保する。 

• 万一の送電線垂れ下がり時においても要員が移動できるよう，アクセスルート（アクセスルート（要員），次頁参
照）を管理事務所２号館南西の位置に確保する。 

  ②可搬型設備の確保 
• 可搬型重大事故等対処設備は，常設重大事故等対処設備と異なる場所に，２セットを分散配置して保管する
こととしており，土石流に対しては，分散配置する２セットのうちいずれか１セットは，土石流の影響を受けない保
管場所に配置する。 

• ２ｎ設備は，２セットのうち１セットを土石流の影響を受けない第３又は第４保管エリアに配置する。 
• ｎ設備は，ｎを土石流の影響を受けない第４保管エリアに配置する。   

  ③原子炉注水等に使用する水源の確保 
• 代替淡水源である輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）並びにその周辺が土石流に覆われ，輪谷貯
水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした注水ができなくなることから，海を水源（海水取水箇所：
非常用取水設備（２号炉取水槽））とした注水を実施する。 

  ④可搬型設備への燃料補給手段の確保 
• ガスタービン発電機用軽油タンクの周辺が土石流に覆われ，タンクローリが寄り付けずガスタービン発電機用軽油タ
ンクを使用した燃料補給ができなくなることから，非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク等を使用した可搬型設
備への燃料補給を実施する。 

【 No.7-3 】土石流影響（４／６） 
      （土石流に対する対策）  
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第３保管エリア

第４保管エリア

第２保管エリア

第１保管エリア

⑤’

⑦

⑦’

⑤

④

④’

⑥
⑥’

【凡例】

：グループＡ（岩盤斜面，法尻標高T.P.+15m以下）

：斜面の断面位置

：可搬型設備の保管場所

：アクセスルート（車両・要員）

※破線は要員のみを示す。

：サブルート（車両・要員）

※破線は要員のみを示す。

：すべり方向

【 No.9-2 】保管場所・アクセスルートの周辺斜面 
（グループＡ（岩盤斜面，法尻標高EL.+15m以下）） 安全審査土木 

第３保管エリア

第４保管エリア

第２保管エリア

第１保管エリア

⑤’

⑦

⑦’

⑤

④

④’

⑥
⑥’

【凡例】

：グループＡ（岩盤斜面，法尻標高T.P.+15m以下）

：斜面の断面位置

：可搬型設備の保管場所

：アクセスルート（車両・要員）

※破線は要員のみを示す。

：サブルート（車両・要員）

※破線は要員のみを示す。

：すべり方向

※ 対策工を実施した①－①’断面～③－③’断面の評価は，6.7章及び6.8章参照 

⑤－⑤’断面 

斜面高さ 
82m 

150.0 

100.0 

50.0 

0.0 

アクセス
ルート 

⑥－⑥’断面 

斜面高さ 
32m 

100.0 

50.0 

0.0 

-50.0 

アクセス
ルート 

アクセス
ルート 

 

※「防波壁及び１号放水連絡通路防波扉の周辺斜面の安定性評価」 
（令和２年２月28日審査会合）で説明した礫質土・粘性土の切取を反映済 

⑦－⑦’断面 

100.0 

50.0 

0.0 

-50.0 

防波壁 

斜面高さ 
76m 

２号炉放水路（投影） 

アクセス 
ルート 

凡 例凡例 

④－④’断面 

150.0 

100.0 

50.0 

0.0 

-50.0 

１号炉 
原子炉建物 

アクセス 
ルート 

斜面高さ 
94m 

④－④’断面

150.0

100.0

50.0

0.0

-50.0

１号炉
原子炉建物

アクセス
ルート

斜面高さ
94m

⑤－⑤’断面

斜面高さ
82m

150.0

100.0

50.0

0.0

アクセス
ルート

※「防波壁及び１号放水連絡通路防波扉の周辺斜面の安定性評価」
（令和２年２月28日審査会合）で説明した礫質土・粘性土の切取を反映済

⑦－⑦’断面

100.0

50.0

0.0

-50.0

防波壁

斜面高さ
76m

２号炉放水路（投影）

アクセス
ルート

凡 例凡例

⑥－⑥’断面

斜面高さ
32m

100.0

50.0

0.0

-50.0

アクセス
ルート

アクセス
ルート

 グループＡ（岩盤斜面，法尻標高EL.+15m以下）の斜面について，影響要因等の比較を行った結果， ⑤－⑤’断面を
２次元動的ＦＥＭ解析の評価対象斜面に選定した。 
 

最小すべり安全率：2.48 

評価対象斜面 

凡 例凡例 

EL. 

EL． 

EL． 

EL． 
EL． 
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【 No.9-4 】保管場所・アクセスルートの周辺斜面 
（グループＣ（岩盤斜面，法尻標高EL.+33～50m）） 安全審査土木 

第３保管エリア

第４保管エリア

第２保管エリア

第１保管エリア

⑪

⑪’

⑫

⑫’

⑬

⑬’

⑭
⑭’ ⑮

⑮’

⑯

⑯’

【凡例】

：グループＣ（岩盤斜面，法尻標高T.P.+33～50m）

：斜面の断面位置

：可搬型設備の保管場所

：アクセスルート（車両・要員）

※破線は要員のみを示す。

：サブルート（車両・要員）

※破線は要員のみを示す。

：すべり方向
⑨’

⑨

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

50.0

0.0

-50.0

T.P.(m)
100.0

⑨－⑨’断面

アクセスルート
斜面高さ

27m

⑪－⑪’断面

斜面高さ
54m

アクセス
ルート

斜面高さ
94m

T.P.(m)

150

100

50

0

ガスタービン
発電機建物

⑫－⑫’断面

アクセス
ルート

アクセス
ルート

⑬－⑬’断面

斜面高さ
78m

アクセス
ルート

斜面高さ
66m

斜面高さ
48m

⑭－⑭’断面
⑮－⑮’断面

⑭－⑭’断面，⑮－⑮’断面

アクセス
ルート

⑯－⑯’断面

斜面高さ
25m

アクセス
ルート

アクセス
ルート

凡 例凡例

 グループＣ（岩盤斜面，法尻標高EL.+33～50m）の斜面について，影響
要因等の比較を行った結果， ⑫－⑫’断面～ ⑭－⑭’断面を２次元動的Ｆ
ＥＭ解析の評価対象斜面に選定した。 
 

最小すべり安全率：2.07 

評価対象斜面 

評価対象斜面 評価対象斜面 

最小すべり安全率：1.47 最小すべり安全率：1.53 

EL． 

EL． 

EL． 

EL． 

EL． 

EL． EL． 



38 
【 No.9-5 】保管場所・アクセスルートの周辺斜面 
（グループD（盛土斜面，法尻標高EL.+88m ）） 安全審査土木 

第３保管エリア

第４保管エリア

第２保管エリア

第１保管エリア

【凡例】

：グループD（盛土斜面，法尻標高T.P.+88m ）

：評価対象斜面の断面位置

：可搬型設備の保管場所

：アクセスルート（車両・要員）

※破線は要員のみを示す。

：サブルート（車両・要員）

※破線は要員のみを示す。

：すべり方向

⑰

⑰’

評価対象斜面 

T.P.(m) 

150 

100 

50 

200 

⑰－⑰’断面 

最小すべり安全率：2.17 

アクセス 
ルート 

凡 例凡例 
凡 例

斜面高さ 
22m 

盛土厚145m 

 グループＤ（盛土斜面，法尻標高EL.+88m）の斜面について，⑰－⑰’断面を２次元動的ＦＥＭ解析の評価対象斜
面に選定した。 
 

EL． 

EL． 



39 
【 No.9-6 】保管場所・アクセスルートの周辺斜面 
（対策工（切取）を実施した斜面） 安全審査土木 

切取前
斜面高さ

115m

斜面高さ
（55m）

敷地造成工事により切取

150.0

100.0

50.0

0.0

-50.0
※（ ）内は対策工実施後の値を示す。

アクセス
ルート

アクセスルート

⑩－⑩’断面

敷地造成工事により切取

切取前
斜面高さ

96m

斜面高さ
（48m）

⑩－⑩’断面 

対策工を実施 

③－③’断面 

第３保管エリア

第２保管エリア

第１保管エリア

③

⑩

③’

【凡例】

：対策工を実施した斜面

：斜面の断面位置

：可搬型設備の保管場所

：アクセスルート（車両・要員） ：サブルート（車両・要員）

※破線は要員のみを示す。 ※破線は要員のみを示す。

⑩’

第４保管エリア

アクセスルート 

凡 例凡例 

対策工を実施 

敷地造成工事に伴って頂部の切取を行った斜面について，切取後の斜面で安定性評価を
実施した。 

最小すべり安全率：2.53 

最小すべり安全率：3.3 

EL． 

EL． 
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h 

対策工平面図 

防波壁（西端部）位置図 

２号炉 
原子炉建物 

防波壁 

T.P.+30m 

T.P.+20m 

防波壁 

対策工断面図 

B-B断面 
尾根線 

h 

撤去範囲 

表層すべり（自社調査結果） 

尾根線 

防波壁に向かうすべり方向 

防波壁に向かわないすべり方向 

h 

①

③
④

②

ハマビワ
モニタリングエリア

凡例

防災科研 地滑り地形①

ＰＰフェンス

支障物

地滑り地形（防災科研調査結果） 

凡例 

T.P.+30m 

T.P.+10m 

T.P.+20m 

T.P.+40m 

尾根線 

岩盤 

岩盤 

A-A断面 

0 10m 0 10m 

防災科研調査結果の地滑り地形付近において確認された礫質土及び粘性土については，過去の表層すべりの可能性が
完全に否定できないことから，防波壁周辺斜面の安定性確保のため，撤去することとする。撤去範囲は，防波壁に与える
影響を考慮し，尾根線に囲まれた内側の範囲について，岩盤部までの礫質土及び粘性土を全て撤去する。 

標高40mより上方斜面では，露頭⑪，19W7孔にて礫質土が認められたことから，ルートマップ（平成８年調査）に記
載された『崩積土』の範囲について，岩盤まで礫質土を全て撤去する。 

【 No.13-2 】防波壁（調査結果を踏まえた対策工の検討） 安全審査土木 
（移植済み：原子力総括） 

防波壁 

岩盤 

A-A断面 

0 10m 

EL.+30m 

EL.+10m 

EL.+20m 

EL.+40m 

「崩積土」周辺調査位置図 

h 

対策工平面図 

防波壁（西端部）位置図 

２号炉 
原子炉建物 

防波壁 

EL.+30m 

EL.+20m 

対策工断面図 

B-B断面 尾根線 

礫質土・粘性土撤去範囲 

表層すべり（自社調査結果） 

尾根線 

防波壁に向かうすべり方向 

防波壁に向かわないすべり方向 

h 

①

③
④

②

ハマビワ
モニタリングエリア

凡例

防災科研 地滑り地形①

ＰＰフェンス

支障物

地滑り地形（防災科研調査結果） 

凡例 

標高40mより上方の撤去範囲 

岩盤 

0 10m 

崩積土分布範囲 
（平成８年調査） 

19W7孔 

剥ぎ取り ２ 
露頭 13 

露頭 11 

露頭 25 

コンクリート吹付 

19W7孔 
露頭 11 



























































75 【№35】水密扉 

津波または溢水発生時の浸水防止対策として，建物内外の重要な箇所に 
水密扉を追加設置している。（追加箇所 61箇所） 

対策前 

１．建物外壁扉 

対策後（23箇所） 

２．建物内扉 

対策前 

 

 

 

 

 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。                                       

対策後（38箇所） 








